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「序論Jでは、計画の構成や計画期間などを示すとともに、

計画策定に際し踏まえるべき事項を整理し、本市の1署来展望と

して、人国の展望や土地利用の考え方を示します。

第1章 はじめに

第2章 将来展望

第3章 基本計画の実T見に向けて





1 総合計画の策定趣旨

2 総合計画が果たす役割

３

　

　

４

総合計画の構成と計画期間

本市を取り巻く状況

3
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本市では、市政運営の総合的指針として、平成 19年度から平成 28年度を計画期間とす

る「平塚市総合計画 生活快適・夢プラン」を策定し、めざす都市の将来l象に『ひと ま

ち 自然 生活快適都市 ひらつか』を掲げ、地域力・市民力を活かしたまちづくりを進

めてきました。

この間、本市を取り巻く状況では社会経済情勢が大きく変化し、以前から懸念されてい

た人□については、平成 22年をピークとして減少傾庖に転じるとともに、人□構成では、

さらに少子高齢化が進展してきました。産業に目を向けると、本市の中心的な位置を占め

る製造業が平成 19年から事業所数、従業者数ともに減少傾向となつてしヽます。このような

状況の中、財政状況では行貝オ政改革の取組みにより健全な財政運営に努めてきましたが、

依然厳しい状況が続いてしヽます。また、東日本大震災などの大規模災害を教訓に、よリー

層の安心・安全なまちづくりも求められるようになりました。

一方、道路インフラ状況では、さがみ縦貫道路の全線開通など、広域幹線道路の整備が

進み、多くの人が本市を訪れることのできる状況下に置かれ、人の流れを呼び込むととも

に産業の活性化にも繁がる好環境が生み出されました。

国の動向に目を転すれば、我が国における急速なり子高齢化の進展に的確に対応し、日

本全体、特に地方の人□減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への過度の人□集中を是

正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある社会を維持し

てしヽくことを目的に、平成 26年に「まち・ひと。しごと創生法」が制定されました。さら

に、人日問題に対する基本認識を示した「まち 。ひと 。しごと倉」生長期ビジョン」と人□

減少と地域経済縮小の克服などに文」する基本的な者え方を示した「まち・ひと。しごと創

生総合軸巴各」が闇議決定されました。これらに基づき、地方自治体には地方版の「人ロビ

ジョン」及び「総合戦8各」の平成 27年度中の策定が求められています。

このような時代背景を受け、本市が◆後も持続可能な行財政運営をしてしヽくためには、

長期的な展望を見据えつつ、「選択と集中」の者え方を基本とし、施策を進めていく懸要が

あります。

この総合計画は、国の「総合戦巴各」で重要課題となつてしヽる人□問題への対応や地方に

おける安定した雇用の倉」出など、本市としても喫緊に取り組まなければならない施策を「重

点施策」として位置づけ、効率的・効果的に施策展開を図ることを念頭に置き、平成 28年

度からの 8年間の新たな計画として策定するものです。



(1)薦出 残の基本襲 指針t承した最上位の計爾

平塚市自治基本条例 (以下、自治基本条例)第 19条を策定根拠とする本市の最上位計画

であり、自治基本条例第 8条に基づき、本市の市政運営を総合的、計画的に進めるための

指針として、市民と市が共通の理念をもち、まちづくりの推進を図っていくものです。本

市の各きB門における様ノマな計画や施策は、本計画に基づいて実施されます。

策定 まちづくりの指針

平露市H治■本祭倒

<まちづくりの指針>

第8条 市は、次に掲げる指針により、市民が幸せに暮らすまちを目指します。

(1)世界の人′マと相互理解を深め、多様な文化が共生し、人′マが平和に其存するまちにします。

(2)豊かな人間性と文化をはぐくみ、基本的人権を擁護するまちにします。

(3)互いに支え合い、誰もが安心して、安全に暮らすまらにします。

(4)自然環境と都市基盤が調和し、自然と人が共生するまちにします。

(5)産業を培い、活疱とにぎわしヽのあるまちにします。

<総合計回等>
第19条

合計画」としヽしヽます。)を策定します。

2 市の執行機関は、総合計画の進行管理を行しヽ、その状況をわかりやすく′ム`表します。

3 市の執行機関は、行政分野ごとの計画の策定に当たっては、総合計画との整合を図ります。

(2)賢、果、近出市爾構想醜¶闘m呵硼猟期しも臓班・漁機蝙田腱離協

摯 iく際の秘本協勇 附口

国、県、近隣市町村などに、計画実現に財要な協力・連携・調整を図るための基本とな

ります。

平塚市自治基本条例

―
―
ン ¬
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3 総合計画の構成と計画期間

この計画は『基本計画』―『実施計画』の2層の構成とし、計画期間については今まで

以上に実効性のある計画が求められることから、平成28～35年度の8年間とします。な

お、社会経済I盾製の変化や事業の取組み状況を踏まえ、策定後 4年で見直すものとします。

また、基本計画においては、総合的に取り組むものを分野別施策に位置付けるほか、特

に力を入れて取り組むものを重点施策と位置付け、厳しい財政状況が想定される中におい

ても、持続可能な行財政運営を行い、次の世代へたしかな平塚をつなぎます。

(1荘朧

(2)附,顧舞画

自治基本

条例

(第 3条 )

基本計画は、自治基本条例

第8条のまちづくりの指針

を実現するため、本市を取

り巻く状況を踏まえ、施策

の方針を体系的に定めるも

のです。

実施計画は、基本計画に示

した施策に基づさ、具体化

していくための事業を定

めるものです。



く 況4 本

計画策定の踏まえるべき事項として、次の 7点につしヽて整理します。

(1)人口置少社会の電来

本市の総人□は、2度のベビーブームを経て増加を続けてきましたが、平成 22年 11月

の 26万 863人をピークに減少傾向に転じており、平成 27年 1月 1日現在では、25万

6,970人 となっています。

人□の動態を社会増減と自然増減におけてみると、社会増減では、就職が理由と思われ

る 20代前半の都 lと`コヽ方面への転出が大きく、社会減となつています。また、自然増減では、

平成 23年以降、死亡数が出生類を上回り、自然減で推移していることから、近年では社会

減に自然減が加わり、人□減少が進んでいます。

国立社会保障 。人□問題研究所の推計によれば、◆後は自然減が大きくなることから、

加速度的に人□減少が進み、本計画の目標年次である平成 35年には 25万 4千人、さら

に平成 52年には 22万 6千人にまで減少するとされています。この国立社会保障 。人□間

題研究所の推計をもとに、本市独自で平成 72年までの人□を推計すると、昭不□50年以前

と同じレベルの人□にあたる 18万 1千人 (平成 22年比 31%減)程度になると見込まれ

ます。

本市の人□の推移と見通し

(人 )

300′ 000

250,000

200′ 000

150′ 000

100′ 000

0

ゴごござざござござござがざござざ
■65歳 以上人口 □15～ 64歳 人口 □15歳未満人口

※ 平成22(2010)年 までは、総務省「国勢調査」から作成

※ 平成27(20刊 5)年からは、国立社会保障・人□問題研究所による将来人口推計を基にして作成

※ 平成35(2023)年 の人口推計値は、国立社会保障。人□問題研究所において推計値が公表されていないことから、

平成32(2020)年 と平成37(2025)年 の総人□を直線的に補間して算出  .

H弱  約 25万 4千人



(2)出負奉の価逃

本市の5年平均の出生数は、平成 20～24年平均で 2,036人となり、減少傾向にありま

す。出生数の減少が続いている要因としては、若い女性の人□が減少しているという人□

構造上の問題や、未婚率の上昇、晩婚化等が影響していると思われます。

人□を安定的に維持してしヽくためには、合計特殊出生率が 2.07財要ですが、本市では近年

1.3前後で推移しており、低い水準に留まつています。また、国の結婚や出産に関する意識

調査を参者として、希望出生率を算出すると 1,8となり、出生の希望と幌実との間にも差

が生じています。

国全体で人□減少が進む中で、将来の経済活動や社会的機能の担い手を一定の規模で保

持するとともに、人□構造の若返りを図るには、生まれてくる子どもの数を増やしていく

ことが財要です。そのためには、若者の子どもを持ちたいとしヽう希望が叶えられる社会の

構築に向けて、妊娠・出産 。育児の切れ目声ょい支援や、子どもの成長や子育てをまち全体

で支え、安心して子どもを育てられる環境づくりを、長期的な視点から進めることが嚇要

です。

本市の出生数 (5年平均)と合計特殊出生率の推移

(人 ) (合計 4き 殊出生率 )

０００

仙

８。。
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３
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ドダド``工9(26°
1〔
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曖翻出生数  ― 合計特殊出生率 (ベイズ推定値)

※ 出生数は「平塚市統計詈」から作成

※ 合計特殊出生率は厚生労働省「人□動態保健所・市区町村別統計」から作成

2′ 624
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2′443
2,294
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(3)菖齢化の追風

本市の年少人□ (15歳未満)と生産年齢人□ (15～64歳)は、減少して推移している

のに対し、老年人□ (65満以上)は、増加が続いてしヽます。国立社会保障 。人□問題研究

所の推計によれば、平成 52年頃には、昭和 46～49年生まれの第 2次ベビーブーム世代

が老年人□に加わることや、平均寿命の延伸に伴い、高齢者数がピークを迎えると予想さ

れます。また、総人□に占める老年人□ (高齢化率)は、平成 52年には 36.0%に達し、

その後も上昇すると推計されます。

高齢化の進展は、当面避けられす、◆後、高齢化によって地域活動を支える人材が不足

し、地域行事などの実施が困難になることが懸念されます。また、高齢化とあわせて、高

齢世帯 (世帯主の年齢が 65歳以上の世帯)数、特に単身の高齢世帯数の増加が見込まれ、

家族形態の変化により、子育てや介護などの家族機能ズ〕ヾl氏下していくことが懸念されます。

さらに、介護や入院が隊要となる高齢者が増加することが想定されますが、少子化の影響

によりl動 き手が年ノマ減少していくため、医療・福祉分野における人材不足も懸念されます。

高齢化によって想定される課題に対応するためには、高齢者が地上或の中で自らの意欲や

能力を発揮 し、いつまでも健康で活躍できるまちづくりを進めることが閉要です。また、

介護が跡要になっても、地戦で支え合しヽ、住みなれた地域で安!bして暮らせる環境づくり

が閉要です。

■‐ 老年人口割合  I :生産年齢人口割合  騨∫:年少人口割合  ― 老年人口

※ 平成 22(2010)年 までは、総務省「国勢調査」から作成

※ 平成 27(2015)年 からは、国立社会保障・人□FDヨ 題研究所による将来人□推計を基にして作成

(%)(人 )
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(4蟻 0理化

本市の就業者数は、平成 24年経済センサス活動調査結果によると「製造業」が最も多く、

次いで「卸売業・小売業」となつており、「製造業」と「卸売業 。小売業」の就業者数を合

わせると、全産業の約4割を占めています。両業種は、売上高も高く、2業種で市内全体

の売上高の7割を占め、市内の経済や雇用を支えています。また、業種を超えた事業者間

の連携によつて、高付加l面値を生み出す取組みが進められており、地1或の産業活性化に向

けた動きが広がりを見せてしヽます。本市周辺の都市基盤としては、さがみ縦員道路の全線

開通や国道 134号の4車線化によって広域な道路アクセス網が白上しており、まらのポテ

ンシャルを活かしたまちづくりを進めることで、企業立地や交流人□の増加によるまちの

活力の増進が期待できます。

一方、経済活動のグローバル化や情報通信ネットワークの拡大などを背景に、産業を取

り巻く環境が大きく変化しています。全国と同様に本市でも、第 1次産業や第2次産業の

就業者数が減少する一方、第3次産業の就業者数が増加しており、就業構造が変化してい

ます。また、市内の事業所数は、平成8年にピークを迎え、徐′マに減少する傾向にあり、

従業者数も事業所数と連動し、同時期をピークとして減少しており、市内市場が縮」ヽして

います。

経済のl氏迷は、雇用環境の悪化やまちの活力の低下を招くと考えられますが、◆後は、

総人□の減少や人□構成の変化によって、地域内の消費の減少が見込まれ、地域経済への

悪影響が懸念されます。豊かな暮らしを次世代に31き継ぐためには、地域経済をけんヨ|す

る産業や雇用を生み出す産業を支え、地域内の経済循環を促進することがり要です。また、

地t或の資源や特徴を活かした魅力を倉」出し、地域外から利益を得ることにより、地域経済

の活性化を図ることや、市民が安心してl動けるよう、多様な雇用機会の倉」出を図ることが

財要です。

本市の産業別売上高構成比(百万円X平成 24年 )

運輸業′郵便業′
61′ 105,2.7%

生活関連サービス業,

娯楽業,79,258,3.4%

建設業′

118,247,5,1%

金融業′
139′909,6.1%

卸売業′′

製造 業 ,

1′ 059′ 597,

46.1%

583′ 686′ 25.4%



※ 総務省「平成 24年経済センサス活動調査」
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(5凛心・宝命の阻保

本市は、穏やかな気候に恵まれ、これまで大規模な自然災害を免れてきましたが、甚大

な被害を出す融れのある大規模地震の発生確率が高まつてしヽることや、全国各地で大規模

な自然災害が相次いでいることなどから、市民の防災や減災に対する意識は高く、地域防

災力の強化が求められています。これまでも、地域防災組織等の関係機関と連携しながら、

日方災体制の3全イしや日方災協定の充実などに取り組んできました。しかし、その間にも神奈川

県では、国の新たな知見を取り入れ、津波浸水ラ測の見直しを行つています。また、◆後、

自然災害の頻発化や大規模イヒが懸念される状況の中で、自然災害から市民の生命や財産を

會るためには、自助、共助、公助による災害対応力をさらに強化する町要性が高まってしヽ

ます。

日常生活の面では、まちの治安に不安を抱く市民も多く、暮らしの安心感を高めてしヽく

ことが課題となつています。地域の安全は、子育て環境としても重視されていることから、

子育て世代の定住を促進するためにも、まちぐるみで防犯に対する意識や洒動を高めてい

く嚇要があります。

(6)強力の劇出

本市の自然的特性として、西部には、丘陵地のまとまったみどりが広がり、中央部には、

金目川水系の河川が流れ、その周囲には県下有数の生産高を詰る田園が広がってしヽます。

また、市街地には、広大な敷地を持つ総合′ム`園が整備されており、多様な自然環境や身近

な憩いの空間は、市民に魅力として感じられています。本市の豊かな自然を後世に31き継

ぐためには、適正な保全を図るとともに、交流や心ヽれあいなどの場としての活用にも努め

る町要があります。

都市的特性としては、」R東海道本線平塚駅を中,と`コlに商業・業務機能が集積しており、

にぎわいある空間となつています。まちの活力を高め、一層のにぎわいを倉」出するには、

新たなまちの拠点づくりを推進するとともに、中心市街地では、都市機能の集積を図り、

人の流れを8平び込む好循環を生み出し、中心市街地全体の魅カアップを図ることが財要で

す。先人からヨ|き継いだまちの資源を保存・活用しながら、快適で魅力あ!も

~ヽ

れる都市空間

の形成を図っていく嚇要があります。



(7脚 腱轍剛臨岨樹

市の歳入面では、今後人□減少が進み、それに伴つて労l動力も少なくなるため、これま

でのような高い経済成長による右肩上がりの税Ⅲ又は、期待できない状況にあります。一方、

歳出面では、平成 司9年度に歳出の 16.8%であった社会保障の関連経費である扶助費は、

平成 26年度に 25.6%と約 8.8ポイント増加しており、◆後も高齢イしの進展によつて支出

の増加が見込まれています。また、本市では、人□増加や高度経済成長を背景として、多

くのノム
｀
其施設が整備されてきました。その多くが間もなく耐用年数を迎え、それらをすべ

て維持・更新するには莫大な費用が閉要となります。

このような見通しは、将来世代の不党負担が増加し、税負担の世代間の不′ム
｀
平をもたらす

ことにつながります。また、◆後、歳入と歳出の均衝が図られる見通しが立たなければ、

災害への備えやインフラの維持など、市民生活や行政運営に大きな影響を及ぼすことが想

定されます。

これらの課題に対応するためには、行政サービスの効率化を図るとともに、行政サービ

スの見直しを進め、持続可能な行財政運営に向けた対応が求められます。また、限られた

財源の中でも、市民の安全が確保され、市民各′マが幸せな暮らしを実現することができる

まちを目指すには、地域の多様な主体の活動を高めてしヽく跡要があります。

《本市の財政見通し (H28～H35)を記戟》
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1 人回の展望

2 土地利用の者え方

【l反称】次期平塚市総合計画



人□減少は、地域経済の低迷による生活の利便性、地域の魅力の低下や、雇用への影響

を通じて、さらなる人□減少を招くという霧循環に陥ることが考えられます。本市は、ま

さに人□減少の最中にあり、今後、人□減少による悪影響が懸念されます。本市が‖晋来に

渡ってまちづくりを進めていくためには、市民や近隣市町等と連携しながら、対策を進め

ることが求められます。

様ノマな分野からより暮らしやすしヽまちづくりを展開するとともに、特に、少子化対策や

地域の活力向上のための取組みを一層推進することで、地域で安心して子どもを産み、暮

らし続けられるまちづくりが進めば、現在の出生や人の流れの吠況に変化が生じると思わ

れます。

本市の将来人□は、合計特殊出生率や社会移動の状況が改善すると、平成 35年に25万

6千人、平成 72年に 19万 9千人になると推計され、イ]も対策を詰じない場合の将来推計

人□ (国立社会保障・人□問題研究所の将来推計人□)と比較すると、平成72年時点にお

いて約 1万 8千人程度多くなるとラ測されます。

本市の人□の将来展望

―‐―将来推計人口 …◆… 将来展望人口

※ 1晋来展望人□ (出生の希望等を考慮した将来推計人□)は、国立社会保障・人□問題研究所の推計を基に、1晋来の

出生率の仮定等を変えることで求めた

() 0
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2生0,000

190′ 000

170′ 000
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H72
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2 土地利用の者え方

本市は、湘南地域の中核都市として、都会性と自然性をあわせもち、様友な生活スタイ

ルが選択できる特性を活かし、平塚駅を中!bに都市基盤の整備を進め、商 。工・農業の均

衡のある産業基盤を築いてきました。

しかし、近年、中心商業地の活性化や工場の移転及び進出への対応などに加え、人□減

少 。少子高齢化といった人□構成の変化や大規模災害への対応、また適切な管理がされて

いなしヽ空家などへの対応が求められています。

こうした中、本市を取り巻く状況として、広域幹線道路の整備が進み、関東圏域を超え、

多くの人やモノ、文化等の交流を図ることのできる状況下におかれます。

このようなことから、諸課題に文」応するとともに、取り巻く環境の変化を契機と捉え、観

光などによる多くの人の交流や新たな産業経済活動の展開を促し、都市の活力が未来に持

続するような土地利用を目指します。

(1)襴市づくり0轟本格遺

既存の都市構造を活かしつつ、持続可能なまちづくりの骨格を形成するため、平塚駅周

辺の中!b市街地 (南の核)とツインシティ太神地区 (北の核)の整備、そして 2つの核を

結ぶ南北都市軸の整備、更に、平塚駅から海岸へのシンボル軸の整備を進めます。

市街地では多極的に諸機能を集約、ネットワーク化させた地域生活圏の形成を図ります。

更には、東西交通軸の整備による周辺の広1或幹線道路へのアクセスの向上により、◆後

の都市づくりを支えます。

また、相模川から相模湾、西部の丘陵につながるみどり 。水辺ゾーンや田園ゾーン等で

都市の骨格やその周辺の市街地を包み、自然環境と都市環境が調不□し、美 しい景観で快適

に暮らせるとともに、災害に3aい まちを目指します。

(2)土地利用の喜本方針

(ア )襴市の活力をHめる土地利用の置導

本市の商業 。業務機能の中!齢 となる南の核では、商業・業務、文化と居住との共存を

図るとともに高度利用を促進し、中心市街地の魅力とにぎわいの向上に努めます。

ツインシティ太神地区では、環境との共生を理念とした新たな産業や業務機能などが

集積する魅力あるまちづくりに努めます。

南北都市軸やシンボル軸では、産業集積ゾーンの維持発展を基本として、沿道土地利



用の純化や活性化に努め、魅力ある空間づくりに努めます。

また、海岸地域では、広t或幹線道路の開通による首都圏からの観光などの交流を見込

み、海の魅力を高める拠点づくりに努めます。

くで凛魚

市街地内の安全 。快適な居住と生活利便性の向上を図るため、防災対策を進めるとと

もに、′ム`其・ノム`益施設の利便性の向上や有効活用を図り、環境に配慮したうるおいのあ

る歩いて墓らせる地上或生活圏の形成に努めます。

また、交B外音日においては、農業集港の居住環境や農業生産環境の改善をめざし、土地

利用の適正な誘導に努めます。

(ウ》自1織熙協学欝餞み最日の係盆も向上

西音B地域などのみどりや田園、相模川や金目川水系などの豊かな自然資源を後世にヨ|

き継ぎ、その自然の恵みを享受するため、適正な保全を図るとともに、学術機関などと

連携し、交流やレクリエーションの場づくりに努めます。

また、それらの自然資源や地域固有の歴史 。文化などの資源を活かしながら、まちづ

くりのルールを通じて、さらに魅ぬある街並みが形成されるよう、その誘導に努めます。

(3カ土地利用の密向

くア瓶 票用地

道路や公園などの都市基盤施設の整備など災害に強いまちづくりを進めるとともに、

地域生活圏の形成に跡要な土地利用の誘導と地域資源の有効活用に努めます。

既存住宅地では、地域の特性を活かした街並み、緑化の推進などを図り、安全で快適

な居住環境の形成に努めます。また、新たに完成した住宅地では、良好な居住環境の倉」

出と保全に努めます。

(ゼ)鹿颯翠用的

平塚駅周辺の中,い商業地は、魅力ある商業・文化機能などの充実を図るため、土地の

高度利用と′ム`其施設・用地の有効活用などを図るとともに、まちなか居住を促進し、魅

力とにぎわいのある良好な中心市街地の形成に努めます。

地域の商業地は、地域のもつ特性に合わせて、商業施設や福祉施設など暮らしを支え
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る機能の充実に努めます。

(ウ》工織慕躍齢

既存工業地は、土地利用の混在を抑制しつつ、生産環境の充実や産業機能の高度化に

努めます。

また、新た声ょ産業の立地を図るため、ツインシティ太神地区を中心に、先進的な産業

と研究、生産機能の向上につながる土地利用の誘導に努めます。

(工瀑 増票屈曲

震地が農業生産の場として有効に活用できるよう努めます。また、環境保全や防災機

能など農地のもつ特性を活かし、まちづくりと調和した利用に努めます。

(オ)重臓。本辺

丘陵のみどりや水辺 (海 。川)の豊かな自然、動植物の生態系の維持・保全に努めま

す。また、学術機関や研究所などを活かした交流や心、れあしヽ、レクリエーションの場づ

くりなど自然環境を活かすとともに活性化に努めます。

(力溢 典6公織題幾

使いやすく親しみやすい′ム`其・′ム`益施設サービスと、その効率的な整備や運営などを

図るため、民間企業の経営力や企画力を適正に活かしながら、適正な配置、機能更新、

ユニバーサルデザインを取り入れ、′ム`其サービスの充実を図ります。また、環境に配慮

したうるおいのある土地利用を図り、まちづくりの拠点としての活用に努めます。

19

【仮称】次期平塚市総合計画





1 まちづくりの基本姿勢
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【序 論 】

第 3章 基本計画の実現に向けて

人□減少社会の到来や少子高齢イしの進展などによる厳しい社会状況の中で、将来にわた

り市民が幸せに書らすことができるまちづくりを進めていくために、次に掲げる視点を基

本姿勢としてまちづくりを展開していきます。

(4)同り滋醸漁寺鶯でるま葛づくり

将来にわたり市民が幸せに暮らすことができるまちであるためには、まちへの誇りと愛

着を醸成し、人が住みやすく、企業が活動しやすい魅力あるまちを目指すことで、持続可

能なまちづくりを進めていく懲要があります。

人や企業にとって魅力あるまちであるために、「新たな魅力の創出」や「弱みの改善」に

取り組むとともに、本市の魅力を積極的に発信するなどシティプロモーションを推進し、

人の転入促進 。転出抑制及び企業の進出増加 。流出減少につなげます。

(2)宙風●コと協働による凄奪奪くり

将来にわたり市民が幸せに暮らすことができるまちであるためには、まちづくりの主体

である市民の関わりによって市政を進めていく財要があります。また、市民と市がそれぞ

れの役割及び責任のもと自主性を尊重 し、対等な立場で連携・ 協力し、まちづくりを進め

ることが隊要です。

市民参加と協l動によるまちづくりを進めるために、市は市政情報の積極的な発信や市民

との情報共有などの取組を進めるとともに、多様な方法による市民参加及び協l動の機会を

提供します。

(a)地車出e魏暴的な行政河警による構 づくり

将来にわたり市民が幸せに暮らすことができるまちであるためには、経営資源を効率的、

効果的に活用し、より質の高い行政サービスをより低いコストで提供することで、持続可

能なまちづくりを進めていく跡要があります。

中長期的な展望と成果を重視した行財政運営を行うとともに、平塚市全体の立場から物

事を進める全体最適の者えアjのもと、「選択」と「集中」の理念に基づき、健全な財政運営

と市民サービスの向上を図ります。


